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程

青
森
県
公
営
企
業
職
員
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則

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
中

｢

国
又
は｣

を

｢

国
若
し
く
は｣

に
改
め
、

｢

別
表
第
二
に
掲
げ

る
も
の｣

の
下
に

｢

若
し
く
は
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
三
年
十

二
月
青
森
県
条
例
第
六
十
九
号)

第
十
条
に
規
定
す
る
特
定
法
人｣

を
加
え
る
。

第
六
条
の
四
第
四
号
中

｢

五
日｣

を

｢

七
日｣

に
改
め
、
同
号
ア
中

｢

相
当
規
模
の
災
害
が
発
生

し
た
被
災
地
又
は
そ
の
周
辺
の
地
域｣

を

｢

災
害
が
発
生
し
た
場
合｣

に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

エ

そ
の
他
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
公
共
的
団
体
が
行
う
活
動
で
環
境
保
全
、
外
国
人
支
援
、

青
少
年
健
全
育
成
又
は
文
化
、
芸
術
若
し
く
は
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
係
る
活
動
等

第
六
条
の
四
中
第
十
八
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十

八
号
と
し
、
同
条
第
十
五
号
中

｢

三
日｣

を

｢

四
日｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
七
号
と
し
、
同

条
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

(

配
偶
者
の
子
を
含
む
。)

を
養
育
す
る
職
員

が
、
そ
の
子
の
看
護

(

負
傷
し
、
ま
た
は
疾
病
に
か
か
つ
た
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
を
い

う
。)

の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

一
の
年
に
お
い
て
五

日
の
範
囲
内
の
期
間

第
六
条
の
四
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
同
条
第
十
一
号
中

｢

女
子
職
員｣

を

｢

女
性
職
員｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
二
号
と
し
、
同
条
第
十
号
中｢

一
年｣

を｢

一
年
六
月｣

に
、｢

生
児｣

を

｢

子｣

に
、

｢

女
子
職
員｣

を

｢

女
性
職
員｣

に
、

｢

男
子
職
員｣

を

｢

男
性
職
員｣

に
、

｢

第

十
二
号｣

を

｢

第
十
三
号｣

に
、

｢

三
十
分｣

を

｢

六
十
分｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
一
号
と

し
、
同
条
第
九
号
中

｢

女
子
職
員｣

を

｢

女
性
職
員｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条

第
八
号
中

｢

十
週
間｣

を

｢

十
四
週
間｣

に
、

｢

女
子
職
員｣

を

｢

女
性
職
員｣

に
改
め
、
同
号
を

同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中

｢

女
子
職
員｣

を

｢

女
性
職
員｣

に
、

｢

二
十
七
週｣

を

｢

二

十
三
週｣

に
、

｢

二
十
八
週｣

を

｢

二
十
四
週｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六

号
中

｢

女
子
職
員｣

を

｢

女
性
職
員｣

に
、

｢

交
通
機
関｣

を

｢

交
通
機
関
等｣

に
、

｢

の
健
康
に

重
大
な
支
障
を
与
え
る｣

を

｢

又
は
胎
児
の
健
康
保
持
に
影
響
が
あ
る｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

七
号
と
し
、
同
条
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

妊
娠
中
の
女
性
職
員
に
つ
い
て
、
そ
の
業
務
が
母
体
又
は
胎
児
の
健
康
保
持
に
影
響
が
あ
る

場
合

適
宜
休
息
し
、
又
は
補
食
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

第
六
条
の
五
第
二
項
中

｢

三
月｣

を

｢

六
月｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中

｢
第
六
条
の
四
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で｣

を

｢

第
六
条
の
四
第
九
号

か
ら
第
十
二
号
ま
で｣

に
改
め
る
。

…
…
…
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( )

第
二
十
三
条
第
四
項
中

｢

第
六
条
の
四
第
八
号
及
び
第
十
号｣

を

｢

第
六
条
の
四
第
九
号
及
び
第

十
一
号｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

｢

第
六
条
の
四
第
九
号｣

を

｢

第
六
条
の
四
第
十
号｣

に
、

｢
女
子
職
員｣

を

｢

女
性
職
員｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中

｢

第
六
条
の
四
第
十
一
号｣

を

｢

第
六

条
の
四
第
十
二
号｣

に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
の
見
出
し
中

｢

私
事
旅
行
等｣

を

｢

転
地
療
養
等｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

私
事
旅
行

又
は｣

を
削
り
、

｢
県
外
私
事
旅
行
等
届｣

を

｢

県
外
転
地
療
養
等
届｣

に
改
め
る
。

｢
｢

第
一
号
様
式
の
三
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

第
二
号
様
式
中

｢職
氏
名

�
｣

を

｢職
氏
名

｣
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
の
二
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

２
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
は
､
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

第
三
号
様
式
の
三
中

｢在
籍
専
従
資
格
そ
う
失
届
出
書
｣

を

｢在
籍
専
従
資
格
喪
失
届
出
書
｣

に

改
め
、
同
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

２
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
は
､
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

第
三
号
様
式
の
四
の
注
４
中

｢１
歳
｣

を

｢３
歳
｣

に
改
め
、
同
注
の
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

６
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
は
､
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

第
三
号
様
式
の
五
の
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
は
､
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

第
三
号
様
式
の
六
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

２
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
は
､
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

｢
｢

｢
｢

第
四
号
様
式
中

を

に
、

を

｣
｣

｣
｣

｢
｢

｢
｢

に
、

を

に
、

を

に
改
め
る
。

｣
｣

｣
｣

｢
｢

第
五
号
様
式
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

第
六
号
様
式
の

(

そ
の
一)

中

｢職
氏
名

�
｣

を

｢職
氏
名

｣

に
改
め
、
同

(

そ
の

一)

の
注
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
同
様
式
の

(

そ
の
二)

中

｢及
び
印
｣

を
削
る
。

｢
｢

第
七
号
様
式
中

氏
名

�

を

氏
名

に
改
め
る
。

｣
｣

第
九
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
七
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

｢職
氏
名

�
｣

を

｢職
氏
名

｣

に
改
め
る
。

第
十
八
号
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
､
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

２
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡
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連続する３月の期間

年 月 日から 年 月 日

連続する６月の期間

年 月 日から 年 月 日

15
成 人
の 日

15

７月

１ ２ ３ ４ ５

16 17 18 19 20

７月

１ ２ ３ ４ ５

16 17 18 19 20
海の日

10
体 育
の 日

10

28
休

28

氏名 印

氏 名



( )

第
十
九
号
様
式
中

｢職
氏
名

�
｣

を

｢職
氏
名

｣

に
、

｢私
事
旅
行
｣

を

｢転

地
療
養
｣

に
改
め
る
。

第
二
十
号
様
式
中

｢職
氏
名

�
｣

を

｢職
氏
名

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人
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